
  自動車競技に関する申請・登録等手数料規定 

 ＜新旧対照表＞ ※下線部分：変更箇所 

 

 

改正後規定 現行規定 

第１条～第１９条（略） 

 

第２０条 メディカルサーティフィケイト申請料 

ＪＡＦ発給の国際競技運転者許可証所持者が、国際格式の競技会に参加

するために必要な（国際モータースポーツ競技規則付則Ｌ項２.１.８）メ

ディカルサーティフィケイトの申請料は下表の通りとする。 

 

種 別 申請料（円） 

１件につき 8,400 

（本体価格+消費税（10％）） 

（   7,636+          764） 

 

第２１条～第２７条（略） 

 

第２８条 ＪＡＦ認定電子自動車競技の申請料 

電子自動車競技のＪＡＦ認定申請料は、下表の通りとする。 

 

種 別 申請料（円） 

１件につき 5,100 

（本体価格+消費税（10％）） 

（   4,590+          510） 

 

 

附則 第１条 施行日 

本規定は、２０２２年１１月１日より施行する。 

注）第２８条については、２０２２年 月 日より施行する。 

以上 

第１条～第１９条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条～第２６条（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 第１条 施行日 

本規定は、２０２２年１月１日より施行する。 

以上 




